
総社市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則及び総社市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和２年６月２９日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第２７号 

 

総社市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則及び総社市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

（総社市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 総社市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則（平成２９年総社市規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた

部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

   総社市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，総社市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する

条例（平成２９年総社市条例第１６号。以下「条例」という。）の施行に

関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

 

   総社市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行

規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，総社市行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する条例（平成２９年総社市条例第１６号。以下「条例」という。）の施

行に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（総社市税条例施行規則の一部改正） 

第２条 総社市税条例施行規則（平成１７年総社市規則第４０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（電子申告等） 

第４条の２ 市長は，市税の申告等のうち適当と認めるものについて，情報

 

（電子申告等） 

第４条の２ 市長は，市税の申告等のうち適当と認めるものについて，行政



改 正 後 改 正 前 

通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）第６条第１項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることが

できる。 

２ 略 

 

手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１

５１号）第３条第１項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせるこ

とができる。 

２ 略 

 

 

 附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 


